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鳩山政権は 年度から公立高校授業料の実質無償化と私立高校への就学支援金を実2010
施する方針ですが、朝鮮学校に適用するかどうかの判断は 月以降に先送りしようとし4
ています。無償化が適用されないとすれば、教育の機会均等の保障に反し、民族・国籍に

より差別し排除するという問題で政府の姿勢が根本から問われます。

高校授業料無償化は教育を受ける権利を社会的に保障する立場から実施されるものであ

り、政治的理由から特定の学校を排除することはあってはならないことです。

朝鮮学校の教育課程が｢高校に類する｣ことは、国公立大学を含む大半の大学が卒業生の

受験や入学を認めていることをみても明白です。朝鮮学校は、高校野球やラクビー、高校

サッカー選手権にも参加が認められ出場しています。朝鮮学校を高校授業料無償化から除

外することはまったく道理がありません。

重大なことは、この差別問題が国内の教育問題にとどまらず、世界から注目される国際

。 、「 」 、問題に発展していることです 日本は 人種差別撤廃条約 を 年に批准しており1995
国や地方自治体などのすべての公共機関が、人種や民族などで差別する行為を行ったり、

差別を扇動、助長したりすることは許されません。国際人権 規約第 条及び子どものA 2
権利条約第 条は、人権が人種・性・言語・宗教・意見・国民的出身などによるいかな2

13 28る差別もなしに保障されると規定しています。そのうえで、規約第 条と権利条約

条は、教育を受ける権利を規定しています。

日本も批准したこれらの規約・条約によって、国籍や出身を問わずすべての子どもに教

育を受ける権利を保障するのは当然のことです。

国連の人種差別撤廃委員会は 月 日に公表した報告書において、高校の授業料を実3 16
、 、質的に無償化する新制度の対象から 朝鮮学校を除外するよう意見が出ていることに対し

「子どもの教育に差別的な影響を与える行為」として、懸念を表明しました。

高校授業料無償化の対象から朝鮮学校を除外するなどということは、国際ルールに照ら

して断じて許されないことは明らかです。

鳩山政権が、高校授業料の無償化にふみだしたことは、教育費の負担軽減を求める国民

の世論と運動の反映であり、教育費の無償化という世界の流れにそった重要な一歩です。

日高教は、鳩山政権の高校授業料無償化から朝鮮学校を除外しようとしていることに強

く抗議するとともに、一刻も早く朝鮮学校へ適用することを強く求めるものです。
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